
 

     

毎
年
春
に
実
施
し
て
い
る
沿
道
美

化
清
掃
に
つ
い
て
、
今
年
も
町
内
会
等

各
種
団
体
の
協
力
の
も
と
、
全
町
に
お

い
て
沿
道
・
海
岸
及
び
Ｊ
Ｒ
沿
線
付
近

の
一
斉
清
掃
を
実
施
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
実
施
と
な
り

ま
す
の
で
密
接
を
避
け
、
高
齢
者
や
体

調
が
す
ぐ
れ
な
い
方
な
ど
は
無
理
せ

ず
出
来
る
範
囲
で
ご
協
力
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

自
然
を
大
切
に
し
、
さ
わ
や
か
で
、

き
れ
い
な
町
に
す
る
た
め
に
も
皆
さ

ん
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

な
お
、
沿
道
美
化
清
掃
の
ご
み
集
積

場
所
に
、
家
庭
の
ご
み
を
出
さ
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
よ
う
な
ご

み
は
回
収
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。 

◆
実
施
日 

 

４
月
16
日
（
土
） 

□
問
合
せ
先 

 

町
民
課 

 

℡ 

74-

２
１
１
５ 
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◆
ご
み
の
不
法
投
棄
禁
止
に
つ
い
て 

 

最
近
、
海
岸
や
山
間
部
の
駐
車
場
な

ど
へ
の
ご
み
の
不
法
投
棄
が
目
立
っ
て

い
ま
す
。
ご
み
の
不
法
投
棄
は
、
深
浦
町

の
美
し
い
景
観
を
損
な
い
、
自
然
環
境

を
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
は

な
く
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
生
活
環
境
を

汚
染
し
、
健
康
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と

に
も
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
の
で
不
法

投
棄
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。 

◆
ご
み
の
不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す 

 

町
で
は
廃
棄
物
不
法
投
棄
監
視
員

を
設
置
し
不
法
投
棄
の
監
視
・
通
報
体

制
を
と
っ
て
い
ま
す
。
不
法
投
棄
（
未

遂
を
含
む
）
を
し
た
場
合
、
個
人
に
は

「
５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
１
，
０

０
０
万
円
以
下
の
罰
金
」
ま
た
は
こ
の

併
科
と
い
っ
た
、
厳
し
い
処
罰
が
科
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
不
法
投
棄
を

発
見
し
た
と
き
は
、
役
場
町
民
課
に
通

報
し
て
く
だ
さ
い
。 

□
通
報
・
問
合
せ
先 

 

町
民
課 

町
民
生
活
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

    

現
在
、
深
浦
町
役
場
町
民
課
・
大
戸

瀬
支
所
・
岩
崎
支
所
で
、「
妊
娠
届
」
を

届
出
し
た
方
に
母
子
健
康
手
帳
を
交

付
し
て
い
ま
す
が
、
４
月
１
日
か
ら
健

康
推
進
課
（
深
浦
診
療
所
と
な
り
）
の

み
で
交
付
し
ま
す
。 

 

町
民
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
妊
娠
届
出
時
に
持
参
す
る
も
の 

・
妊
娠
届
出
書
（
産
婦
人
科
医
療
機
関

か
ら
発
行
さ
れ
た
も
の
） 

・
妊
婦
連
絡
票
（
産
婦
人
科
医
療
機
関

か
ら
発
行
さ
れ
た
も
の
） 

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号

通
知
カ
ー
ド
・
妊
婦
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は

運
転
免
許
証
） 

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
は
保
険
証 

 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

保
健
師 

 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

沿沿
道道
美美
化化
清清
掃掃
にに  

ごご
協協
力力
をを
！！  

ごご
みみ
のの
不不
法法
投投
棄棄
のの
禁禁
止止

にに
つつ
いい
てて 

４４
月月
１１
日日
かか
らら
母母
子子
健健
康康

手手
帳帳
のの
交交
付付
窓窓
口口
がが
「「
健健
康康

推推
進進
課課
」」
にに
なな
りり
まま
すす  
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水
田
を
耕
作
・
転
作
・
管
理
し
て
い

る
農
業
者
は
、
毎
年
、
水
田
の
営
農
計

画
を
検
討
し
、
営
農
計
画
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
町
が
把
握
し
て
い
る
農
業

者
に
は
、
ご
案
内
と
営
農
計
画
書
の
様

式
や
各
種
申
請
の
様
式
等
を
送
付
（
４

月
10
日
頃
ま
で
に
お
届
け
の
予
定
）
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
役

場
農
林
水
産
課
へ
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
（
５
月
に
地
区
別
受
付
も
行
う

予
定
で
す
。） 

※
営
農
計
画
書
の
提
出
が
な
い
場
合

は
、
国
や
町
に
よ
る
支
援
策
（
町
に
よ

る
米
価
下
落
対
応
助
成
等
）
を
受
け
ら

れ
な
く
な
る
等
、
農
業
経
営
に
支
障
を

き
た
す
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。 

※
町
か
ら
営
農
計
画
書
等
が
送
付
さ

れ
な
い
方
（
町
が
把
握
し
て
い
な
い

方
）
で
、
水
田
を
耕
作
・
管
理
し
て
い

る
場
合
は
、
役
場
農
林
水
産
課
に
ご
連

絡
お
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
水
田
の
営
農
計
画
の
検
討
等
に
あ
た

っ
て
の
留
意
点（
経
営
所
得
安
定
対
策
等

関
係
制
度
の
昨
年
度
か
ら
の
変
更
点
） 

（
１
）
ナ
ラ
シ
対
策
（
収
入
減
少
影
響

緩
和
交
付
金
）
に
つ
い
て 

・
集
荷
業
者
へ
出
荷
す
る
場
合
…
６
月

末
ま
で
に
出
荷
契
約
し
た
も
の
が
対

象 ・
直
接
販
売
す
る
場
合
…
６
月
末
ま
で

に
販
売
計
画
を
作
成
し
た
も
の
が
対

象 （
２
）
飼
料
作
物
（
牧
草
）
へ
の
水
田

活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
「
戦
略
作
物

助
成
」
に
つ
い
て 

・
新
た
に
播
種
し
て
収
穫
す
る
場
合

（
一
年
生
の
場
合
）
は
昨
年
と
同
じ
３

５
，
０
０
０
円
／
10
ａ
で
す
が
、
収
穫

の
み
を
行
う
場
合
（
多
年
生
の
場
合
）
は

１
０
，
０
０
０
円
／
10
ａ
と
な
り
ま
す
。

（
３
）
飼
料
用
米
の
複
数
年
契
約
交
付

金
（
国
設
定
）
に
つ
い
て 

 

令
和
２
年
ま
た
は
３
年
に
複
数
年

契
約
を
し
た
農
業
者
の
み
を
対
象
と

し
、
助
成
額
は
、
昨
年
度
の
半
額
の 

６
，
０
０
０
円
／
10
ａ
と
な
り
ま
す
。

（
４
）
町
設
定
の
産
地
交
付
金
「
主
力

高
収
益
作
物
助
成
」
「
一
般
高
収
益
作

物
助
成
」
に
つ
い
て 

①
食
用
と
し
て
生
産
・
販
売
し
た
も
の

を
対
象
と
し
ま
す
。
（
種
苗
用
は
対
象

外
） 

②
現
地
確
認
等
に
よ
り
、
対
象
作
物
の

植
栽
密
度
や
肥
培
管
理
が
不
十
分
な

場
合
や
“
捨
て
作
り
”
と
判
断
さ
れ
る

よ
う
な
場
合
は
、
助
成
対
象
外
と
し
ま

す
。 

③
計
画
し
た
田
に
お
い
て
栽
培
・
収
穫

し
た
状
況
が
明
確
に
わ
か
る
写
真
を

提
出
い
た
だ
き
ま
す
。 

④
販
売
伝
票
は
、
販
売
全
数
量
が
わ
か

る
も
の
を
提
出
い
た
だ
き
ま
す
。 

※
作
付
け
予
定
面
積
に
対
し
販
売
数

量
が
少
な
い
場
合
は
、
助
成
対
象
面
積

を
減
じ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

（
５
）
町
設
定
の
産
地
交
付
金
「
わ
ら

利
用
助
成
」「
Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
稲
助
成
」「
水

田
放
牧
助
成
」
に
つ
い
て 

①
「
わ
ら
利
用
助
成
」
は
、
昨
年
度
１

１
，
０
０
０
円
／
10
ａ
→ 

９
，
０
０

０
円
／
10
ａ 

と
な
り
ま
す
。 

②
「
わ
ら
利
用
助
成
」「
Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
稲
助

成
」「
水
田
放
牧
助
成
」
と
も
令
和
４
年

度
限
り
で
廃
止
と
す
る
予
定
で
す
。 

◎
昨
年
ま
で
主
に
９
月
に
実
施
し
て

い
た
役
場
等
に
よ
る
助
成
対
象
水
田

の
現
地
確
認
は
、
今
年
度
か
ら
は
、
営

農
計
画
書
を
受
け
付
け
次
第
、
随
時
実

施
し
ま
す
。
（
改
め
て
の
事
前
連
絡
は

行
い
ま
せ
ん
。
） 

□
提
出
先
・
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 

（
深
浦
町
農
業
再
生
協
議
会
事
務
局
）

℡ 

74-

４
４
１
１ 

   
 

 

鯵
ヶ
沢
病
院
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま

す
。 

◆
休 

診 

 

耳
鼻
咽
喉
科 

 

４
月
15
日
（
金
） 

 

都
合
に
よ
り
休
診
と
な
り
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

鯵
ヶ
沢
病
院 

 

℡ 

72-

３
１
１
１ 

   

今今
年年
のの
水水
田田
のの
営営
農農
計計
画画
をを

検検
討討
・・
提提
出出
くく
だだ
ささ
いい  

鯵鯵
ヶヶ
沢沢
病病
院院
かか
らら  

休休
診診
のの
おお
知知
らら
せせ  
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◆
募
集
住
戸 

①
新
宮
団
地
（
五
所
川
原
市
若
葉
３
丁

目
地
内
）
木
造
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
…
１
戸(

１

階
玄
関) 

②
新
宮
団
地
（
五
所
川
原
市
若
葉
３
丁

目
地
内
）
木
造
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
…
１
戸(
１

階
玄
関) 

③
広
田
団
地
（
五
所
川
原
市
み
ど
り
町

５
丁
目
地
内
）
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
３

Ｌ
Ｄ
Ｋ
…
１
戸(

１
階
玄
関) 

④
新
宮
団
地
（
五
所
川
原
市
長
橋
字
広

野
地
内
）
木
造
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
…
１
戸(

特

定
公
共
賃
貸
住
宅
・
１
階
玄
関) 

※
申
込
者
及
び
同
居
予
定
者
の
人
数

等
の
制
限
に
つ
い
て
、
①
は
２
人
以

上
、
②
③
は
３
人
以
上
。 

 
 

④
は
人
数
が
２
人
以
上
で
政
令
月

額
が
１
５
８
，
０
０
０
円
以
上
４
８

７
，
０
０
０
円
以
下
に
限
る
。 

◆
募
集
・
受
付
・
書
類
配
布
・
説
明
期
間 

４
月
１
日(

金)

～
４
月
８
日(

金) 

④
は
随
時
募
集
中
（
但
し
、
入
居
者

決
定
次
第
募
集
を
締
め
切
り
ま
す
。
す

べ
て
土
、
日
祝
日
を
除
く
） 

◆
そ
の
他 

 

 

入
居
す
る
に
は
入
居
基
準
が
あ
り
、

家
賃
は
所
得
金
額
に
応
じ
て
決
定
し

ま
す
。 

○
家 

賃 

①
新
宮
団
地
…
１
６
，
１
０
０
円 

～
３
１
，
６
０
０
円
程
度 

②
新
宮
団
地
…
２
１
，
０
０
０
円
～ 

４
１
，
３
０
０
円
程
度 

③
広
田
団
地
…
１
２
，
８
０
０
円
～ 

２
５
，
２
０
０
円
程
度 

④
新
宮
団
地
…
５
８
，
０
０
０
円 

（
一
律
） 

 

※
①
～
③
は
令
和
４
年
６
月
１
日
入

居
予
定
で
す
。 

※
④
は
令
和
４
年
５
月
１
日
入
居
予

定
で
す
。 

※
駐
車
場
は
原
則
と
し
て
１
住
戸
に

つ
き
１
台
で
す
。 

※
２
台
目
駐
車
場
に
つ
い
て
は
空
区

画
が
あ
る
場
合
の
み
貸
出
し
ま
す
。 

※
駐
車
場
料
金
は
、
家
賃
と
は
別
に
徴

収
し
ま
す
。 

※
冬
期
の
駐
車
場
や
共
用
部
分
の
除

雪
は
入
居
者
の
皆
さ
ん
で
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
亀
ヶ
岡

46
番
地
18 

青
森
県
県
営
住
宅
等
指
定
管
理
者 

株
式
会
社 

サ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン 

住
宅
管
理
係 

℡ 

０
１
７
３-

38-

３
１
８
１ 

    

つ
が
る
市
及
び
鰺
ヶ
沢
町
の
沿
岸

域
及
び
沖
合
に
お
い
て
計
画
し
て
い

る
風
力
発
電
事
業
に
関
し
、
環
境
影
響

評
価
法
に
基
づ
く
「
計
画
段
階
環
境
配

慮
書
」
を
以
下
の
と
お
り
縦
覧
い
た
し

ま
す
。 

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
ご
意

見
を
お
持
ち
の
方
は
、
縦
覧
場
所
に
備

え
付
け
の
意
見
記
入
用
紙
に
氏
名
、
住

所
及
び
意
見
を
ご
記
入
の
う
え
意
見

書
箱
に
投
函
く
だ
さ
る
か
、
問
合
せ
先

へ
電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送
に
よ
り

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 

◆
縦
覧
場
所 

役
場
２
階 
総
合
戦
略
課 

大
戸
瀬
支
所
、
岩
崎
支
所 

 

（
８
時
15
分
～
17
時 

土
日
・
祝
日

を
除
く
） 

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子
縦

覧
も
左
記
事
業
者
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

て
行
い
ま
す
。 

h
t
t
p
s
:
/
/t
ok
y
u
-
r
e
e
ne
.c
o
m
/ 

assess/aomorinihonkaisouth1/ 

◆
縦
覧
期
間 

３
月
28
日(

月)

～
４
月
27
日(

水) 

◆
意
見
書
受
付
期
日 

４
月
27
日(

水)

17
時
（
郵
送
の
場

合
、
４
月
27
日
（
水
）
消
印
有
効
） 

□
問
合
せ
先 

〒
１
５
０-

０
０
４
３ 

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
21

番
１
号
渋
谷
ソ
ラ
ス
タ 

東
急
不
動
産
株
式
会
社 

 

戦
略
事
業
ユ
ニ
ッ
ト 

イ
ン
フ
ラ
・

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
事
業
本
部 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
第
一
部 

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

T
L
C
_
A
s
s
es
sm
e
n
t
@
t
o
ky
u-
l
a
n
d 

.
c
o
.
j
p 

℡ 

03-

６
４
５
５-

２
６
９
０ 

 

（
９
時
30
分
～
18
時 

土
日
・
祝
日
除
く
） 

県県
営営
住住
宅宅
入入
居居
者者  

募募
集集
のの
おお
知知
らら
せせ  

（（
仮仮
称称
））
青青
森森
県県
つつ
がが
るる
市市
・・
鰺鰺
ヶヶ

沢沢
町町
沖沖
洋洋
上上
風風
力力
発発
電電
事事
業業
計計
画画
段段

階階
環環
境境
配配
慮慮
書書
のの
縦縦
覧覧
にに
つつ
いい
てて  



 
     

町
で
は
、
行
政
の
一
層
の
透
明
化
、

固
定
資
産
税
評
価
及
び
課
税
の
一
層

の
適
正
化
の
た
め
、
令
和
４
年
度
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
及
び
閲
覧
を

次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。 

 

自
分
の
所
有
し
て
い
る
土
地
・
建
物

の
評
価
を
知
る
良
い
機
会
で
す
。
特
に

前
年
不
動
産
を
売
買
さ
れ
た
方
や
、
家

を
新
築
ま
た
は
増
築
さ
れ
た
方
な
ど

は
、
縦
覧
及
び
閲
覧
す
る
よ
う
お
勧
め

し
ま
す
。 

◆
縦
覧
期
間 

 

４
月
１
日
（
金
）
～
５
月
31
日
（
火
）

※
土
・
日
・
祭
日
を
除
く 

◆
閲
覧
期
間 

 

４
月
１
日
（
金
）
か
ら
１
年
間 

◆
縦
覧
及
び
閲
覧
時
間 

 

８
時
15
分
～
17
時 

◆
縦
覧
及
び
閲
覧
場
所 

税
務
課
、
岩
崎
支
所
、
大
戸
瀬
支
所

◆
縦
覧
と
は 

町
に
固
定
資
産
税
を
納
め
て
い
る

人
、
ま
た
は
納
め
て
い
る
人
か
ら
の
委

任
状
持
参
の
方
が
土
地
の
所
在
・
地

 
 
  

固固
定定
資資
産産
課課
税税
台台
帳帳
のの
縦縦
覧覧

及及
びび
閲閲
覧覧
をを
実実
施施
しし
まま
すす  

広報ふかうら（お知らせ版）④ 

番
・
地
目
・
地
籍
・
価
格
及
び
家
屋
の

所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・
床

面
積
・
価
格
を
他
の
土
地
や
家
屋
と
比

較
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。 

◆
閲
覧
と
は 

 

町
に
固
定
資
産
税
を
納
め
て
い
る

人
、
ま
た
は
納
め
て
い
る
人
か
ら
の
委

任
状
持
参
の
方
が
自
分
の
土
地
及
び

家
屋
の
評
価
額
等
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。 

◆
お
願
い 

家
屋
等
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
必

ず
家
屋
滅
失
（
取
壊
し
）
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
家
屋
滅
失
（
取
壊
し
）
申
告
書
は

税
務
課
及
び
各
支
所
に
あ
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

税
務
課 

固
定
資
産
係 

 

 

℡ 

74-

２
１
１
４ 

 

    

自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
通
知
書

は
、
原
則
と
し
て
４
月
１
日
現
在
で
の

自
動
車
登
録
の
住
所
（
車
検
証
に
記
載 

さ
れ
て
い
る
住
所
）
に
お
送
り
し
て
い

ま
す
。
引
っ
越
し
な
ど
で
住
所
が
変
わ

っ
た
と
き
は
、
運
輸
支
局
で
住
所
の

「
変
更
登
録
」
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。 ３

月
中
に
変
更
登
録
の
手
続
き
が

で
き
な
い
場
合
は
、
自
動
車
税
種
別
割

の
住
所
変
更
を
行
い
ま
す
の
で
、
最
寄

り
の
地
域
県
民
局
県
税
部
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、「
青
森
県
電
子
申
請
・
届
出
シ

ス
テ
ム
」
か
ら
届
け
出
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
p
r
e
f
.
ao
mo
r
i
.
l
g
.

j
p
/
s
o
s
h
ik
i/
s
o
u
m
u
/
ze
im
u
/
t
o
p
.
ht

m
l ※

車
検
証
の
住
所
は
別
途
変
更
が
必

要
で
す
。
運
輸
支
局
で
の
変
更
登
録
も

忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

□
問
合
せ
先 

 
西
北
地
域
県
民
局 

県
税
部
納
税
管
理
課 

 

℡ 
０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

（
内
線
２
１
０
～
２
１
１
） 

    

不
眠
、
不
安
、
憂
う
つ
、
仕
事
が
手
に

つ
か
な
い
な
ど
の
悩
み
を
お
持
ち
の
方

は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

◆
相
談
日 

 

 

毎
月 

第
２
木
曜
日 

 

受
付
時
間 

13
時
～
14
時 

◆
令
和
４
年
度
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
日
程 

４
月
14
日
、
５
月
12
日
、
６
月
９

日
、
７
月
14
日
、
８
月
18
日
、
９
月
８

日
、
10
月
13
日
、
11
月
10
日
、
12
月

８
日
、
令
和
５
年
１
月
12
日
、
２
月
９

日
、
３
月
９
日 

※
電
話
等
に
よ
り
事
前
の
予
約
を
お

願
い
し
ま
す
。
８
月
は
第
２
木
曜
日
が

祝
日
と
な
り
ま
す
の
で
、
第
３
木
曜
日
に

開
催
し
ま
す
。 

◆
相
談
担
当 

 

精
神
科
嘱
託
医
、
精
神
保
健
福
祉
相

談
員 

◆
相
談
場
所 

五
所
川
原
保
健
所 

□
問
合
せ
先 

 

五
所
川
原
保
健
所 

健
康
増
進
課 

精
神
保
健
福
祉
担
当 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
０
８ 

 

愛愛
車車
のの
住住
所所
変変
更更
はは  

おお
忘忘
れれ
なな
くく  

  

心心
のの
相相
談談
にに
つつ
いい
てて  



  
 
    

令
和
４
年
度
の
手
話
奉
仕
員
養
成

講
座
を
五
所
川
原
市
・
つ
が
る
市
・
鶴

田
町
・
中
泊
町
・
鰺
ヶ
沢
町
・
深
浦
町

の
西
北
五
圏
域
に
お
い
て
合
同
で
、
実

施
し
ま
す
の
で
受
講
生
を
募
集
し
ま

す
。
聴
覚
障
害
者
の
生
活
や
福
祉
制
度

に
つ
い
て
理
解
と
認
識
を
深
め
、
日
常

生
活
に
必
要
な
手
話
を
習
得
し
ま
す
。

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
に
は
、
入
門
課

程
と
基
礎
課
程
の
２
種
類
が
あ
り
ま

す
。 

◎
入
門
課
程
（
初
心
者
向
け
） 

◆
日 

時 

 

５
月
13
日
～
11
月
11
日 

 

毎
週
金
曜
日 

19
時
～
20
時
30
分 

◆
場 

所 
 

五
所
川
原
市
中
央
公
民
館 

２
階 

第
一
会
議 

◆
内 

容 

 

手
話
実
技
・
講
義
・
交
流 

◆
対 

象 

 

聴
覚
障
害
者
と
の
交
流
を
希
望
し
、

手
話
を
学
び
た
い
、
16
歳
以
上
の
方 

◆
定 

員 

15
人 

◆
受
講
料 

 

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
実
費
３
，
３
０

０
円
税
込
） 

◆
申
込
方
法 

 

４
月
20
日
（
必
着
）
ま
で
に
往
復
は

が
き
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
受
講

の
可
否
は
返
信
用
は
が
き
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

◎
基
礎
課
程 

◆
日 

時 

 

４
月
19
日
（
火
）
～
10
月
18
日
（
火
）

 
毎
週
火
曜
日 

19
時
～
20
時
30
分 

◆
場 
所 

 

つ
が
る
市
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ
ー 

「
松
の
館
」
１
階 

会
議
室
Ｂ 

◆
内 

容 

 

手
話
実
技
・
講
義
・
交
流 

◆
対 

象 

 

入
門
課
程
修
了
者
の
方 

◆
定 

員 

12
名 

◆
申
込
方
法 

 

３
月
30
日
（
必
着
）
ま
で
に
往
復
は

が
き
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
受
講

の
可
否
は
返
信
用
は
が
き
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

【
往
復
は
が
き
の
書
き
方
】 

①
「
往
信
の
あ
て
先
」 

〒
０
３
７-

０
６
３
２ 

五
所
川
原
市
高
野
字
柳
田
２
４
５

番
地
１ 

 

西
北
五
ろ
う
あ
協
会
手
話
対
策
部 

あ
て 

②
「
往
信
」
の
裏
に
は
、
受
講
希
望
課
程

名
・
氏
名
・
年
齢
・
連
絡
先
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、ま
た
は
携
帯
電
話
番

号
）
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

③
「
返
信
の
あ
て
先
」
は
、
住
所
と
氏
名

を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
返
信
の

裏
は
白
紙
の
ま
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

五
所
川
原
市
役
所 

福
祉
部
福
祉
政
策
課 

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
１
１
１ 

（
内
線
２
４
９
９
） 

つ
が
る
市
役
所 

障
害
福
祉
係 

 

℡ 

０
１
７
３-

42-

２
１
１
１ 

（
内
線
２
４
１
・
２
４
８
） 

西
北
五
ろ
う
あ
協
会
手
話
対
策
部 

FAX 

０
１
７
３-

29-

２
４
２
１ 

    

青
森
県
司
法
書
士
会
で
は
、
司
法
書

士
制
度
１
５
０
周
年
（
２
０
２
２
年
）

を
記
念
し
、
当
会
及
び
司
法
書
士
制
度

に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
方
か
ら
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、

当
会
の
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
決
定

す
る
こ
と
と
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
デ

ザ
イ
ン
と
愛
称
を
広
く
募
集
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。 

◆
募
集
内
容 

 

司
法
書
士
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
、
多
く

の
方
か
ら
親
し
ま
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
の
デ
ザ
イ
ン
と
愛
称
（
青
森
県
ら
し

さ
が
あ
り
、
司
法
書
士
の
Ｐ
Ｒ
に
つ
な

が
る
も
の
） 

◆
募
集
期
間 

 

４
月
１
日
（
金
）
～
６
月
30
日
（
木
）

 

◆
応
募
資
格 

 

プ
ロ
・
ア
マ
の
別
、
年
齢
、
居
住
地

は
問
い
ま
せ
ん
。 

◆
表 

彰 

 

採
用
さ
れ
た
作
品
１
点
の
応
募
者

に
賞
金
30
万
円
を
贈
呈 

※
詳
細
な
応
募
方
法
・
条
件
等
に
つ
い

て
は
、
当
会
Ｈ
Ｐ
に
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
司
法
書
士
会 

 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

８
３
９
８ 

令令
和和
４４
年年
度度
手手
話話
奉奉
仕仕
員員
養養
成成

講講
座座
受受
講講
者者
募募
集集
にに
つつ
いい
てて  

青青
森森
県県
司司
法法
書書
士士
会会  

公公
式式
キキ
ャャ
ララ
クク
タタ
ーー
デデ
ザザ
イイ
ンン

のの
募募
集集
にに
つつ
いい
てて  

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 



 
 
  

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 
    

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ほ
ほ

え
み
」
は
、
地
域
の
方
々
に
親
し
ま
れ
、

誰
で
も
気
軽
に
遊
び
に
来
て
、
子
育
て

を
通
し
て
笑
顔
あ
ふ
れ
る
日
々
を
過

ご
せ
る
温
か
い
居
場
所
と
な
れ
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
お

母
さ
ん
に
な
ら
れ
る
妊
婦
さ
ん
、
「
子

育
て
に
悩
み
不
安
を
持
っ
て
い
る
方

や
困
っ
て
い
る
方
」
、「
友
達
づ
く
り
を

し
た
い
方
」
を
応
援
し
ま
す
。 

お
母
さ
ん
同
士
子
育
て
の
情
報
交

換
や
、
お
し
ゃ
べ
り
、
お
も
ち
ゃ
で
遊

ん
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
ま
す
の
で

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
（
お
母
さ

ん
方
に
は
コ
ー
ヒ
ー
や
お
茶
を
準
備

し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
） 

◎
新
年
度
歓
迎
会 

 

初
め
て
の
方
、
大
歓
迎
！
赤
ち
ゃ
ん

（
生
後
２
か
月
か
ら
）
も
大
歓
迎
！ 

 

申
し
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
お

子
さ
ん
の
必
要
な
も
の
を
持
っ
て
気

軽
に
遊
び
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

（
飲
み
物
・
少
し
の
お
や
つ
・
着
替
え

等
） 

◆
４
月
５
日
（
火
） 

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分 

 

め
ぐ
み
子
ど
も
園
内「
子
育
て
支
援
室
」

 

◆
４
月
７
日
（
木
） 

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分 

 

深
浦
町
公
民
館 

◎
保
育
体
験 

 
 

「
保
育
園
（
子
ど
も
園
）
っ
て
ど
ん

な
と
こ
ろ
？
」
「
近
く
に
友
達
が
い
な

く
て
…
」
と
お
考
え
の
お
母
さ
ん
、
一

度
の
ぞ
い
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 
手
遊
び
を
し
た
り
、
絵
本
を
見
た

り
、
親
子
で
ゲ
ー
ム
や
お
も
ち
ゃ
作

り
、
四
季
折
々
の
遊
び
な
ど
を
し
て
一

緒
に
楽
し
ん
で
い
ま
す
。 

◆
日
時
・
場
所 

☆
第
１
・
３
・
５
火
曜
日 

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分 

 

め
ぐ
み
子
ど
も
園
内「
子
育
て
支
援
室
」

 

☆
第
１
・
３
・
５
木
曜
日 

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分 

 

深
浦
町
公
民
館 

◎
サ
ー
ク
ル
活
動 

 

お
母
さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
、
「
ハ

ン
ド
ベ
ル
」「
手
作
り
お
や
つ
」｢

簡
単

な
手
芸｣

な
ど
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が

ら
み
ん
な
で
楽
し
ん
で
い
ま
す
。 

 

◆
日
時
・
場
所 

☆
第
２
・
４
火
曜
日 

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分 

 

め
ぐ
み
子
ど
も
園
内「
子
育
て
支
援
室
」

☆
第
２
・
４
木
曜
日 

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分 

 

深
浦
町
公
民
館 

◎
ほ
ほ
え
み
広
場 

 

子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
、
お
子
さ

ん
、
妊
婦
さ
ん
の
た
め
に
、
め
ぐ
み
子

ど
も
園
内
「
子
育
て
支
援
室
」
や
園
庭
、

深
浦
町
公
民
館
の
施
設
の
一
部
を
誰

で
も
気
軽
に
遊
び
に
来
ら
れ
る
よ
う

に
開
放
し
て
い
ま
す
。 

◆
日
時
・
場
所 

☆
火
曜
日
、
水
曜
日 

 

９
時
30
分
～
14
時 

 

め
ぐ
み
子
ど
も
園
「
子
育
て
支
援
室
」 

☆
木
曜
日 

 
 

 
 
  

 
 

９
時
30
分
～
14
時 

深
浦
町
公
民
館 

 

遊
ん
だ
後
は
、
お
弁
当
や
お
や
つ
を

食
べ
た
り
、
お
出
か
け
の
途
中
の
休
憩

場
所
と
し
て
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
気
軽
に
お
立
ち

寄
り
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◎
子
育
て
相
談 

今
、
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
、
お
子

さ
ん
の
こ
と
で
お
困
り
の
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
一
人
で
悩
む
よ
り
、
ま

ず
は
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

◆
相
談
受
付
日
時 

☆
電
話
相
談
・
面
接
相
談
・
訪
問
相
談

毎
週
月
～
金
曜
日 

９
時
～
17
時 

土
曜
日 

９
時
～
12
時 

手
紙
相
談
は
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
。

※
た
だ
し
、
面
接
相
談
・
訪
問
相
談
は

予
約
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
電
話
相
談

は
匿
名
で
も
受
付
し
ま
す
。 

・
相
談
電
話
番
号 

76-

２
０
３
９ 

◎
子
育
て
研
修
会
（
月
１
回
） 

子
育
て
が
楽
し
く
な
る
お
話
や
子

育
て
の
参
考
に
な
る
遊
び
、
料
理
作

り
、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
等
を
開
き
ま

す
。
日
時
、
内
容
な
ど
は
、
ほ
ほ
え
み

通
信
や
ポ
ス
タ
ー
等
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
研
修
会
の
参
加
は
、
基
本
的
に

無
料
で
す
。
（
活
動
内
容
に
よ
り
別
途

負
担
有
り
） 

□
問
合
せ
先 

 

〒
０
３
８-

２
５
０
３ 

 

深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
84-

９ 

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

『
ほ
ほ
え
み
』

℡ 

76-

２
０
３
９ 

FAX 

76-

２
０
６
３ 

地地
域域
子子
育育
てて
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー  

新新
年年
度度
利利
用用
者者  

募募
集集
のの
おお
知知
らら
せせ  



 

 

 

  
広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

  新型コロナウイルス感染症の影響が長引き、県内においては、まん延防止等重
点措置の実施により移動の自粛等が求められ、観光業を基幹産業とする深浦町に
おいても関連業種で大きな影響を受けています。 
  このため、一定要件に基づき商工業者の事業継続に向けた支援金を給付します。 

対対象象事事業業者者  

深深浦浦町町内内にに事事業業所所をを有有すするる商商工工業業者者  
（ただし、建設業関係（土木・建設・鉄筋工業・塗装業・内装関連業・建築設計業 
 等）を除く） 
※農林畜水産業（法人含む）、福祉・医療関連、宗教関連についても対象外となり 
 ます。  

対対象象要要件件  

◆次のいずれにも該当すること。 
ア 令和３年３月３１日以前より深浦町内に事業所を有する商工業者であること。 
イ 令和２年度または令和元年度の事業収入が１２０万円以上であること。 
ウ 令和３年度の事業収入が令和２年度または令和元年度の事業収入と比較して２０％ 
   以上減少していること。  
エ 現に事業活動を行っているとともに、今後も事業活動を継続する意思があること。 
オ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること。 
カ 深浦町暴力団排除条例に違反しないこと。 

支支給給額額  

ア 宿泊業者 ２０万円 
イ 宿泊業者以外の事業者 １０万円（個人・法人問わず） 
※町内に複数の事業所・店舗がある場合でも、１事業者あたり上記の支給額となり 
 ます。 

深浦町商工業者事業継続支援金 

（（５５））そそのの他他  
      申請書類のうち「深浦町商工業者事業継続支援金給付申請書兼請求書（様式第１号）」 
   「誓約書（様式第２号）」は、ホームページでダウンロードするか、 
   深浦町観光課、岩崎支所、大戸瀬支所窓口でお受取りください。 
   お問合せ先：深浦町役場観光課 TEL７４－４４１２（直通） 

（（３３））申申請請期期間間  

   ４月４日（月）から７月２９日（金） 

   ※法人であって、上記の期限までに決算処理が終わらない場合は、別途、ご連絡ください。 

（（１１））対対象象事事業業者者等等    

（（２２））申申請請にに必必要要ととすするる書書類類  

   ①深浦町商工業者事業継続支援金給付申請書兼請求書（様式第１号）  

   ②確定申告書の写し（令和３年度及び令和２年度または令和元年度分。複数事業を一 

             括して確定申告している場合は、該当事業の収入額が明確に分 

             かる書類も必要） 

   ③事業内容が分かる書類（帳簿、営業許可証など） 

   ④誓約書（様式第２号） 

（（４４））申申請請先先  

   深浦町観光課商工振興係 郵送または持参提出ください。 

   〒038-2324 深浦町大字深浦字苗代沢84-2 深浦町役場 観光課商工振興係 



  
 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速

やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、以下の要件に該当する世帯に対して、１世帯

当たり１０万円を給付します。  

 

■給付対象 

申請時点において深浦町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

令和３年１月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世

帯のみです。 

その他の理由によって収入が減少した場合や、新型コロナウイルス感染症によらない原

因によって住民税非課税相当となった場合は対象となりません。 

住民税非課税世帯臨時特別給付金を給付された世帯は、対象となりません。 

 

■収入判定の目安 

世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどう

かで判断します。住民税非課税相当かどうかは、令和３年１月以降の「任意の１か月の収

入」を１２倍することで年収に換算して判定します。 

なお、収入で要件を満たさない場合は、１年間の所得で判定します。この場合、令和３年

分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写しなどで判定します。 

 

住民税非課税相当限度額確認表（参考） 

扶養している親族の人数 
非課税相当収入

（給与）限度額 
非課税相当所得限度額 

単身または扶養親族がいない場合 930,000 円 380,000 円 

１人（例：配偶者のみ扶養） 1,378,000 円 828,000 円 

２人（例：配偶者＋子１人） 1,683,999 円 1,108,000 円 

３人（例：配偶者＋子２人） 2,099,999 円 1,388,000 円 

４人（例：配偶者＋子３人） 2,499,999 円 1,668,000 円 

５人（例：配偶者＋子４人） 2,899,999 円 1,948,000 円 

 

■判定の例 

•いずれの場合も、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことが前提です。 

•世帯員のうち、収入がある方全員について判定します。 

 

■手続方法 

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書）」及

び「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】」の提出が必要です。 

申請書等は、返信用封筒と併せて役場福祉課・岩崎支所・大戸瀬支所に準備しますので、 

家家計計急急変変世世帯帯にに対対すするる給給付付金金ににつついいてて  



    

  
 
 

 
 

 
  

提出は郵送で行うようお願いします。 

なお、虚偽の申請により不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役 10 年以下の懲役刑に

処されることがあります。 

 

■提出書類 

１ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書） 

２ 申請・請求者の本人確認書類の写し（コピー） 

※申請・請求者の運転免許証（両面）、健康保険証、マイナンバーカード（表面のみ。 

マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。）、年金手帳、介護保 

険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。 

３ 受取口座を確認できる書類の写し（コピー） 

※通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・ 

口座名義を確認できる部分の写し（コピー）をご用意ください。 

４ 簡易な収入（所得）見込額の申立書 

５ 「任意の１か月の収入」または「令和３年中の収入の見込額」の状況を確認できる書類 

の写し（コピー）※「任意の１か月の収入」…給与明細書、年金振込通知書、事業収入・ 

不動産収入に係る経費の金額の分かる書類等 

※「令和３年中の収入の見込額」…源泉徴収票、確定申告書等 

 

■提出期限  ９月３０日（金） 

 

□問合せ先  福祉課 ＴＥＬ ７４－２１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、県内における個人、団体、ＮＰＯ法人、

企業等が地域の発展、地域貢献に資するために地域資源を活用・創造する活動や、健康増

進、医療、福祉、環境に関連する活動に対し、必要な費用を助成しています。 

 

■応募期間  ４月１日（金）～６月３０日（木） 

■応募方法  ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して財団事務 

局へ送付してください。 

■助成金   必要費用以内で、１００万円を限度とします。 

□問合せ先  公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金 事務局 

       ＴＥＬ ０１７－７７４－１１７９ 

       ＵＲＬ：http://www.michinoku-furusato.or.jp 

広報ふかうら（お知らせ版）⑨ 

『『みみちちののくく・・ふふるるささとと貢貢献献基基金金』』  

助助成成事事業業募募集集ののおお知知ららせせ  



 
   

広報ふかうら（お知らせ版）⑩ 

  

《《おお問問合合せせはは深深浦浦消消防防署署ままたたはは、、岩岩崎崎分分署署　　予予防防係係ままでで》》
《《　　℡℡　　深深浦浦消消防防署署：：7744--22999944　　岩岩崎崎分分署署：：7777--22111199　　》》

令令和和44年年深深浦浦消消防防署署・・岩岩崎崎分分署署

県県下下一一斉斉にに春春のの火火災災予予防防運運動動がが実実施施さされれまますす。。春春はは風風がが強強くく空空気気がが乾乾燥燥しし、、火火

災災がが発発生生ししややすすいい時時期期でですす。。日日頃頃かからら防防火火をを心心掛掛けけ尊尊いい生生命命とと貴貴重重なな財財産産をを火火

災災かからら守守りりままししょょうう。。 
 
                ※※今今回回はは消消防防車車両両等等にによよるる春春のの火火災災予予防防パパレレーードドはは実実施施ししまませせんん。。 

令令和和4年年  4月月11日日（（月月））  ～～  4月月17日日（（日日）） 

ここれれららののポポイインントトをを意意識識ししてて習習慣慣づづけけてていいききままししょょうう！！！！  



 

 

 

 

 

■一般書 

書書    名名  編編著著者者等等  書書    名名  編編著著者者等等  

ブラックボックス 砂川 文次 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 

「なんとなく生きづらい」が

フッとなくなるノート 
前田 泰章 

自分を傷つけてしまう人の

ためのレスキューガイド 
松本 俊彦 

School girl 九段 理江 
つながりからみた自殺予

防 
太刀川 弘和 

皆のあらばしり 乗代 雄介 我が友、スミス 石田 夏穂 

塞王の楯 今村 翔吾   
 

ご希望の本が町内施設にない場合は、青森県立図書館などから取り寄せて借りることが

できます。 

また、大戸瀬支所、岩崎支所でも貸出・返却が可能です。 

 

□問合せ先  ふかうら文学館  ＴＥＬ ８４－１０７０ 

 
  

広報ふかうら（お知らせ版）⑪ 

                    
 

 

■法テラス鰺ヶ沢法律事務所の概要                           

所在地 〒０３８－２７６１ 

鰺ヶ沢町舞戸町後家屋敷９－４ 鰺ヶ沢町総合保健福祉センター内 

時 間 ９:００～１７:００(土・日・祝日は休業） 

業 務 ・有料及び無料法律相談（要予約、無料相談は条件有り） 

※高齢者や障がいのある方など、法律事務所へお越しいただくことが困難な

場合は出張法律相談ができる場合があります。 

・訴訟手続代理業務や債務整理代理業務など事件の受任 

～遠藤弁護士一言メモ～ 

 令和６年４月から、不動産の相続登記が義務化され 

ます。法改正により、不動産を相続したことを知った 

日から３年以内に登記をすることが必要となります。 

所有者が分からない不動産を生じさせないようにす 

るための法律の改正で、登記を期限内にしないと１０ 

万円以下の過料（かりょう）とされています。実際に 

どのようなケースで過料となるのか運用はまだわかり 

ませんが、不動産の相続が発生した場合には、司法書 

士の先生などに登記の相談をされた方がよさそうです。 

□問合せ先 法テラス鰺ヶ沢法律事務所  

      ＴＥＬ ０５０－３３８３－８３６９ 

法法テテララスス鰺鰺ヶヶ沢沢通通信信  vvooll..7744  

◆

◆

◆

◆
　◆ GS

鰺
ヶ
沢
バ
イ
パ
ス

ハッピー
ドラッグ
鰺ヶ沢店

マックスバリュ
鰺ヶ沢店

鰺ヶ沢病院

こちらに「鰺ヶ沢町総合保健福祉センター」の看板があります。

ファミリーマート

鰺ヶ沢駅よりバスでお越しの場合

長平線（長平・和開開拓行き）

に乗車し５分、

総合保健福祉センター前で下車

法テラス

鰺ヶ沢法律事務所
（鰺ヶ沢町総合保健福祉センター内）

鰺
ヶ
沢
駅

←
 

つ
が
る
市
方
面

深
浦
町
方
面→

ふふかかううらら文文学学館館図図書書室室  新新着着本本ののごご案案内内  

遠藤弁護士 
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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

★グランドゴル
フ協会(13時～)

★グランドゴル
フ協会(13時～)
★日本教育書道
会書道教室
　　　(15時～)

★将棋愛好会
     (10時～）

★パッチワーク
愛好会(10時～)
★日本教育書道
会書道教室
　　　(15時～)

町内小中学校入
学式

★支援センター
ほほえみ
　 (9時30分～)

★エコクラフト
愛好会(10時～)
　

★サークル人形
愛好会(11時～)

★花咲会
　　　(10時～)

★グランドゴル
フ協会(13時～)
★深浦婦人会
     (19時～)

　 　　

★エコクラフト
愛好会(10時～)

　 ★支援センター
ほほえみ
　(9時30分～)
★拳舞の会
     (13時～)
★光楓書友会
     (18時～)
★油絵愛好会
     (19時～)

★書道愛好会
     (13時～)

★日本教育書道
会書道教室
      (15時～)

★将棋愛好会
　　　(10時～)

★エコクラフト
愛好会(10時～)
★弘前ヒヤリン
グ   (13時～)

★パッチワーク
愛好会(10時～)

★日本教育書道
会書道教室
      (15時～)

★エコクラフト
愛好会(10時～)

★支援センター
ほほえみ
　(9時30分～)

★サークル人形
愛好会(11時～)

★料愛クラブ
      (9時～)

　

28

28 29 30

27

543

29 30 31 1 2

6 7 8

121110

9

13 14 15

1817

16

24 25 26 27

19 20 21 22 23

□問合せ先　　総合戦略課　企画調整係　ＴＥＬ　７４－２１２２

★は深浦町公民館活動

４月月

　 ★支援センター
ほほえみ
  (9時30分～)
★拳舞の会
     (13時～)
★光楓書友会
     (18時～)
★油絵愛好会
     (19時～)

　　　

　

　 昭和の日　　




